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研究成果の概要（和文）：本研究は、高等教育機関における障害学生支援の現状についての包括的エビデンスを
構築することにある。1）障害学生、2）障害学生支援担当者、3）障害学生を支援するサポーター学生の3者に対
して2度に渡り調査を実施した。その結果、障害学生支援担当者については雇用環境の悪さ、専門性の低さ、経
験不足が示唆された。障害学生については、幸福感や対人満足度、自尊心など心理的適応指標については障害の
ない学生と差異は示されなかったが、一方で日常生活上の行動に社会的制約が多く、半数が大学生活でなんらか
の困りごとを抱え、その半数が未解決であった。修学支援だけでなく、障害学生の学生生活環境の改善も必要で
あることが示された。

研究成果の概要（英文）：This project aimed to construct comprehensive evidence on the support for 
students with disabilities in higher education in Japan. We conducted the surveys of 1) faculties 
and staffs who provide reasonable accommodation to students with disabilities, 2) students with 
disabilities, 3) student supporters. As a result, faculties and staffs have poor employment 
environment and showed lack of experiences and low of expertise with supporting students with 
disabilities. Students with or without disabilities did not show any differences in the indices of 
psychological adaptations such as satisfaction with life and relationships, self-esteem, etc. 
However, students with disabilities showed unsolved problems on campus and lower levels of 
activities and social or community participation than students without disabilities. These results 
indicated that the importance of improving the surrounding environment for students with 
disabilities as well as the quality of reasonable accommodation for them. 

研究分野： 教育経営学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2006 年に国際連合総会によって障害者の
権利に関する条約（「障害者権利条約」United 
Nations, 2006）が採択され、2008 年 5 月
に発効された。日本政府も障害者に関する国
内法を整備し、2014 年に同条約に批准を果
たした。今後、我が国も国際的スタンダード
に準じて障害者の権利擁護、社会的参画推進
を行っていくことになる。 
 就労や教育における障害者のさらなる参
画やインクルーションが課題になるが、とり
わけ高等教育機関における障害のある学生
の受け入れや修学支援体制の早急な整備・拡
充は喫緊の課題である。障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律（「障害者差別
解消法」）が 2016 年に施行され、その前後に
おいて障害学生支援体制の整備を行う高等
教育機関が増加しているが、初等･中等教育
における特別支援教育とは異なり、我が国の
高等教育機関における障害学生の修学支援
や合理的配慮提供に関する研究は極めて少
なく、エビデンスの蓄積は充分ではない。 
 
２．研究の目的 
 障害者差別解消法施行の前後から、高等教
育機関における障害のある学生を支援する
専門または兼務部署の設置が進められてい
る（JASSO, 2016; 2017b）。これは、高等教
育機関において障害のある学生に対する合
理的配慮の不提供の禁止が法的に義務化さ
れたことによる（私学は努力義務）。しかし、
障害者権利条約（United Nation, 2006）にお
いて謳われている障害者の社会的参画の推
進、とりわけ教育における権利の平等を確保
するという大きな目的を達成するまでの水
準には到底至っていないのが現状であろう。 
 こうした日本の障害学生支援状況を改善
していくにあたり、質的データや記述的アプ
ローチだけでなく、量的データも含めたエビ
デンス・ベースドのアプローチによる知見の
蓄積が必須である。特別支援教育や個別の支
援ケース、また障害者自身が自らの生きづら
さについて研究を行う当事者研究といった
質的データについては、多くはないながらも
これまでにそれなりの知見の蓄積が見られ
る（e.g., 片岡・小島, 2017; 熊谷編, 2017; 国
立特殊教育総合研究所編 , 2006; 向谷地 , 
2005; 高橋, 2012; 高橋編, 2014）。しかし、
高等教育機関においては、学生相談活動にお
ける大規模データはいくつかあるものの（川
住ら, 2010; 佐藤, 2006; 佐藤・徳永, 2006）、
障害学生への合理的配慮という枠組みでは、
白澤（2005）の聴覚障害についての調査程度
しかなく、障害学生支援に関する量的データ
については満足のいく知見の蓄積があると
は言い難い。高等教育機関の障害学生支援全
般についての量的データの蓄積を行ってい
るほぼ唯一の取り組みとして、JASSO が平
成 2005 年より行っている「大学、短期大学
及び高等専門学校における障害のある学生

の修学支援に関する実態調査」（障害のある
学生の修学支援に関する実態調査）を挙げる
ことができる。これはほぼ 100%の回収率を
毎年達成している悉皆調査であり、その資料
的価値は極めて高いと言える。また、毎年調
査項目が増加・修正され、より社会状況に合
致した調査として改善も多く見られる。そし
て近年では、これまでの同調査をまとめ、支
援体制の現状とこれまでの推移について平
成 17 年度から平成 26 年度調査分析報告、平
成 17 年度から平成 28 年度調査分析報告
（JASSO, 2016; 2017）が HP に掲載される
など、高等教育機関における障害学生支援に
関するエビデンスが蓄積されている。 
 しかしながら、同調査の内容は、“現状に
おける日本の大学全体の障害学生支援体制
についての記述統計”の域を越えない。障害
学生支援の現場が抱えている課題や問題、支
援体制整備の拡充にはどういった取組が必
要なのかといった、より具体的レベルにまで
は踏み込んでいない。あくまでも高等教育機
関についての調査であって、当事者である障
害学生や支援担当者、多くの大学で運用され
ている障害学生支援登録サポーターなど、
“現場の声”は調査内容に反映されていない。
そのため、どういった支援体制や取り組み、
またボランティア学生の運用方法が、質の高
い修学支援を提供する上で望ましいのかな
どに対しては大きな貢献ができない。 
 そこで本研究は、日本学生支援機構の障害
学生の修学支援に関する実態調査と同様に、
日本の高等教育機関を対象にした悉皆調査
を行う。上記調査では収集されていない支援
担当者の属性情報や、支援部署の属性情報に
焦点を当てると同時に、支援担当者が自分の
部署の機能に対してどのくらい満足ないし
は評価しているかについての情報も収集す
る。また、障害のある学生および障害学生支
援登録サポーターに対しても調査を行い、障
害学生の困りごとだけでなく、提供されてい
る合理的配慮に対する満足度や、心理的、機
能的適応指標などについてのデータも収集
する。 
 今後、さらに障害学生支援担当部署の設置
増加が見込まれるため、高等教育機関におけ
る障害のある学生の修学支援状況のエビデ
ンスの構築を第一の目的としつつも、支援状
況や支援体制の改善指針を提案したい。 
 
３．研究の方法 
 日本の高等教育機関（国立大学 86 校、公
立大学 91 校、私立大学 600 校、高等専門学
校 62 校）に対して悉皆調査を 2 回行った。
具体的には、全高等教育機関において障害学
生支援を行っている、ないしは行っている可
能性のある部署に対して調査依頼書を送り、
調査協力者は、任意で事前にウェブ上に設置
されたアンケートにアクセス・回答をした。
キャンパスが複数ある大学や、どこの部署が
障害のある学生の修学支援を行っているか



わからないなどの理由により、複数の依頼状
を送った大学もあり、最終的な依頼状の送付
先は、2 回の調査ともに合計 1,500 箇所以上
であった（例、第 1回目調査は、国立大学 141
箇所、私立大学 860 箇所、私立短期大学 337
箇所、公立大学 110 箇所、公立短期大学 17
箇所、高等専門学校 62 箇所の合計 1,527 箇
所）。できるだけ、障害学生支援担当部署に
所属するすべての人に回答してもらうよう
に依頼をしている。 
 また、障害のある学生や、障害学生支援登
録サポーターの学生に対しては、修学支援に
関わる教職員から両学生に対して web 調査 
URL を紹介してもらった。 
 調査期間は 2017 年 1月および 2018 年 3月
であった。 
 
４．研究成果 
 紙幅の都合により、本成果報告書では、調
査結果の主要な部分の一部を抜粋して報告
する。またここで報告する内容のほとんどが、
3 編の論文として学術雑誌に投稿中（査読あ
り）であり、1編については、conditionally 
accepted になっている。 
 
支援担当者の雇用環境の悪さおよび経験や
専門性の低さ：職位については、最も多かっ
たのが、常勤事務職の34%、次にその他の18%、
そして非常勤専門職 10%、常勤専門職 9%と続
いていた。7割以上が事務職や専門職であり、
教員籍は 3割に満たなかった。また、日本学
生支援機構の「大学、短期大学及び高等専門
学校における障害のある学生の修学支援に
関する実態調査」によれば、その他の中には
嘱託の職員が含まれている可能性が考えら
れる（日本学生支援機構, 2016）。雇用形態
については、158 名（61%）の回答があり、常
勤・任期なしが 72 名（21.9%）、常勤・任期
ありが 38 名（11.6%）、非常勤 19 名（5.8%）、
嘱託 13 名（4.0%）、契約 9 名（2.7%）、その
他 7 名（2.1%）であり、8 割近くが任期あり
の雇用形態であると考えられる。 
 契約期間について回答した者は、71 名
（27%）であったが、最も多い契約期間は 5
年 30 名（42%）で、次に 1年以内 20 名（28%）、
そして 3年 14 名（20%）であった。契約期間
が 2年の 4名と合わせると契約期間が 3年以
内の者が約 54%であった。 
 高等教育機関におけるこれまでの経験年
数について回答した者は 123 名であり、1 年
未満が 25%で、4年に満たない支援担当者が 6
割以上になっていた。そして、１週間の超過
勤務時間の合計に回答した者は、118 名（45%）
であり、最も多かったのが 10 時間で 21 名、
次に 5 時間の 18 名であった。10 時間以上の
超過勤務を行っている支援担当者の割合は、
約 25%であり、過労死認定になりうる週 20 時
間以上（厚生労働省, 2001）の超過勤務を行
っている者が約 8%いた。 
 

支援担当者の支援内容に関する経験と自
信：支援担当者の障害のある学生に対する支
援経験の有無およびそれらに対して、自身が
所属している現在の機関において、適切に実
施できるかどうかの自信を尋ねた。中点であ
る3点よりも統計的に有意に低かったものは、
「生活介助（体位変換、食事、トイレ等）」、
「インターンシップ先の開拓・連携」、「就職
先の開拓、就職活動支援」、「医療機器、薬剤
の保管等」、「ビデオ教材字幕付・文字起こし」、
「点訳・墨訳」、「リーディングサービス」、「手
話通訳」であった（ts < -1.96, p < .05）。
「ノートテイク」、「パソコンテイク」につい
ては、中点の 3から有意傾向で差異が示され
た（ノートテイク：t (107) = -1.76, p = .08; 
パソコンテイク：t (104) = -1.180, p = .07） 
 
国立大学の障害学生支援担当者の取組内容
とその満足度：障害学生支援担当部署におい
て 7種類の特徴や取り組みの有無を尋ね、そ
の主観的な評価を尋ねた取り組みとして最
も行われていたものはホームページの整備
であったが（85%）、中点の 3点「どちらとも
いえない」よりも低いことが示され（t (34) 
= -2.81, p < .001）、多くの障害学生支援担
当者はホームページの整備について満足し
ていないことが示された。また、学生サポー
ター制度、災害時・防災対応についても同様
に満足していないという結果であった。 
 次に、大学規模と 7種類の取り組みとの間
に関連があるかを検討するため相関分析を
行った。その結果、学生サポーター制度にお
いてのみ統計的に有意な正の相関が示され
た（r (33) = .44, p = .01）（図 1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国立大学の支援担当部署に対する主観的機
能評価と課題（大学単位分析）：支援担当部
署に対する主観的機能評価については、中点
の3点よりも統計的に有意に高かった項目は、
部署内の情報共有のみであった（M = 3.40, SD 
= 0.89; t (30) = 2.51, p < 0.001）。最も
評価が低かったのは人的資源についてであ
り（M = 2.08, SD = 1.00; t (30) = -5.16, 
p < 0.001）、続いて研究環境、学内啓発、予
算、学生に対する教育が低かった（表 1）。 
 今後高等教育機関が取り組むべき課題に
ついては、大学単位の分析ではなく個人単位
の分析を行った（n = 70）。課題として最も
多く挙げられたのは予算獲得であり、続いて

 

図 1 大学規模と学生支援サポーター制度に対する満足度 



学内連携、啓発活動（教職員の理解促進）、
専門スタッフの専門知識の獲得、支援部署の
拡充、学生への教育となっていた（表 1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害学生の困りごと：自由記述について回答
した障害学生は 55 名（約 63%）であり、全部
で 129 件の困りごとを挙げた。そのうち、解
決した困りごとは 23 件（約 18%）、未解決の
困りごとは 59 件（約 46%）、「どちらともいえ
ない」と回答された困りごとは46件（約36%）、
記入なしは 1件であった。相談相手（複数回
答）は多岐にわたっており、その内訳は障害
学生支援室スタッフが最も多く 58 件、つい
で友人の 52 件、指導教員の 36 件と続く。1
つの困りごとに対し、最大 6箇所、最小 0箇
所、平均 2.33 箇所の相手に相談をしている
ことが示された。 
 視覚障害学生が挙げた困りごとは21件で、
主に「学内移動」、「情報へのアクセス」、「人
間関係」に大別できる。「情報へのアクセス」
に関しては、配布物や掲示物の見にくさ、授
業時のわかりにくい情報提示などがあった。
「人間関係」に関わる困りごととしては、対
教員や友人に対して、障害の開示についての
ものがあった。 
 聴覚障害学生が挙げた困りごとは 32 件で
あった。その内容は「情報へのアクセス」に
関わるもの、「複数人でのコミュニケーショ
ン」に関わるものなどがあり、「情報のアク
セシビリティ」に関して、情報保障の質や人
員確保が課題としてあげられている。また、
「複数人でのコミュニケーション」に関わる
ものとして、グループディスカッションへの
参加についての困りごとといった授業内と、
日常における周囲との雑談に加わることが
できないといったコミュニケーション一般
に関するものがあった。 
 肢体不自由のある学生の困りごとは 34 件
であった。「移動」、「設備」、「介助」に関わ
るものが困りごととして挙げられ、アクセス
できない場所が学内にあるということに加

え、普段アクセスができる場所であっても天
候によってアクセスができなくなることが
示されていた。「設備」については、そもそ
も使用できない設備やユーザビリティが低
い設備があるというもので、「介助」につい
ては、トイレ介助や衣服の着脱などが報告さ
れている。 
 精神障害学生は、5 件の困りごとが挙げて
いた。共通していたのは、人間関係に関する
ものであり、他者に自分の症状を知られたく
ないなど自分の症状の開示についての悩み
である。障害の開示については、担任の教員
や友人に相談しているが、解決に至っていな
い。 
 発達障害学生が挙げた困りごとは 21 件で
あった。「学習面」、「人間関係」、「知覚過敏」
が挙げられる。「学習面」では、課題の提出
やグループワーク、発表についてであり、教
員や友人との人間関係に難しさがあること
周囲の生活音や教室の机の振動にイライラ
するなどであった。 
  
障害のある学生とサポーター学生（障害のな
い学生）の比較：質問項目は、障害の有無と
種 類、自尊心尺度 10 項目(Rosenberg, 
1965)、人生満足感 尺度 5 項目(Diener et 
al., 1985)、友人・家族関係満足度 各 1 項
目、TIPI-J10 項目(小塩ら, 2012)、シーハ
ン機能障害評価尺度 3 項目(Sheehan et al., 
1996)、関係流動性尺度 12 項目(Yuki et 
al.,2007)、自己の流動性尺度 12 項目、 
Collegiate Psychological Sense of 
Community scale(CPSC) (Lounsbury & Denei 
1996)、新規知人・友人数などであり、障害
害の有無別で差異が示されたのは、CPSC と 
社会の関係流動性認知、そして新規知人数だ
けだった。同様の測定指標を用いて一般成人
を対象にした佐藤(2016)の結果とは全く異
なり、高等教育機関に在籍している障害学生
の心理的適応度は、障害のない学生と比較し
て遜色ないという結果が示された（表 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 国立大学の支援担当部署の課題認識 

 

表 2 障害の有無による各尺度得点の比較 
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